
第８回松山市

離婚前後親支援相談会

対象者：離婚を考えている親、ひとり親家庭の親、
離婚後にこどもと離れている親 など

内 容：個別相談（約１時間）
※相談の内容によっては、受けかねる場合があります。

相談員：公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)

松山ファミリー相談室
元家庭裁判所調査官等

会 場：松山市役所 本館５階 本部会議室

（松山市二番町４丁目７－２）

2026

3/16㊊～19㊍ 10:00～16:00
離婚前後のお母さんやお父さんが抱えるたくさんのお悩みの解決の糸口を
一緒に考えます。1人で悩まないで、ぜひご参加ください。

松山市子育て支援課 総務担当

〒790-8571松山市二番町４丁目７番地２（別館２階）
電話：(０８９)９４８－６４１８
E-mail：kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

無料駐車場はありません。
お越しの際は、公共交通機関をご利用いただくか、
近隣の有料駐車場をご利用ください。
※松山市役所前地下駐車場は、駐車券認証機にて
検印を受けることで1時間分が無料となります。

本チラシ裏面の申込書にご記入の上、

令和８年２月２７日(金)までに

①郵送②来庁③e-mailのいずれかの方法で

下記、子育て支援課にお申込みください。

※参加決定の方には、改めてご連絡いたします。

お申込み・お問合せ

お申込み方法

離婚したいけど

不安がいっぱい…

こどもは

どう思って

いるんだろう？

親子交流とは？

離婚時に

何も決めて

なかったけど…

養育費は

今からでも

請求できるの？

自分の心配していた事に
色々なアドバイスをして
いただいて良かったです。

（離婚前・女性）

これから調停に進むので
その内容を詳しく聞けて
不安が少し和らぎました。

（離婚前・女性）

専門家が
あなたに寄り添って

お悩み相談に
お応えします！



（宛先）松山市長

フリガナ

〒　　　-

松山市

- -

希望日時

【ご自身について】

□離婚前　□ひとり親　□その他(　　　　　　　　　)

【お子様について】 予定の場合も○

1人目　　　歳　同居・別居・その他(　　　　　　　　　)

2人目　　　歳　同居・別居・その他(　　　　　　　　　)

3人目　　　歳　同居・別居・その他(　　　　　　　　　)

【養育費について】

□取り決めしている □取り決めしていない

⑤希望なし 現在の状況

(いつでも可)

【親子交流について】

□取り決めしている □取り決めしていない

現在の状況

【過去に行政等に相談したことがありますか？】

□相談したことがない

相談機関名

相談結果

(いつでも可) 【希望相談内容】

※具体的にご記入ください。

※上記の個人情報は、親支援相談会以外の目的に使用しません。

【希望日】

【希望時間】

③ 3月18日(水)

② 3月17日(火)

① 3月16日(月)

⑥ 希望なし

⑤ 15時～

④ 14時～

③ 13時～

② 11時～

① 10時～

□相談したことがある

第1希望

第2希望

第3希望

事前アンケート※相談の際の参考としますので、必ずご記入ください。

令和 ８ 年 ２ 月　　日

第８回 松山市離婚前後親支援相談会　申込書

申込者氏名

住　所

電話番号

※参加決定の方には、改めてご連絡いたします。必ず電話番号のご記入をお願いいたします。

下記①～⑥より選択

下記①～⑤より選択

第1希望

第2希望

第3希望

④ 3月19日(木)
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